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口事F暑鱚兒巫 懃評奮翼零洟fWi瘍蒸曇言肯言翼髪甕Fしようが、将来の :原則として現金でα

ことを考えると双方にリスクがあります。今回は借地人と地 :主が現金を持つていれば全く問題はありませんが、現金を持

主の関係を改善する手法をご説明いたします。      :た ない場合は、まず貸宅地を借地人に買い取つてもらうこと

を考えます。しかし、借地人の中で資力 ・信用のある子供は

既に家を出ていて、高齢の親しかいないためせつかくのチャ
更新・建て替え時に発生するトラブル  ぷ女釜原子がお心EEと寒ぢγ埋範
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まず、借地人と地主の置かれている現状をお話しいたしま:とができません。また、借地上で建て替えをしていたとして

す。ご存知のように、平成4年 8月 に施行された新借地借家 :も、既に建物 く借llL権付)に 担保が付されていて、土地を担

法によつて、借地や借家について新たな制度が創設されまし1保として新たにカロえることによつても評価 (担保価値)が 下

た。新法の施行に伴つて新規の契約については旧借地法、借 :がつていて、融資を受けられないことも多く存在します。こ

家法、建物保護法の適用はありませんが、新法施行前に締結 |のような状況においては、借地人に底地を買つてもらつて金

された契約については、これらの1日法が適用されます。借地 1銭で一括納付することは、非常に難しいということになるわ

期間は、新法では堅日、非堅固を問わず30年、旧法では堅回 :けです。

建物で30年以上 、非堅固建物で20年以上と定められていま : 現金が調達できなければ、分割払いである 「延納」を選択

す。地主は、当然の権利として借地の期間が満了するとき :することになりますら延納の期間は最長20年です。地価が右

に 、更新料を請求するか 、明け渡 しを要求することにな りま :肩上が りだ つたバブルの時期には 、マ ンシヨン経営などで資

す。ところが、倍地人側には借地人組合なるものがバツクに :産を活用して延納申請する人が多くありましたが、今は資産

付くことが多く、このような地主の要求に対してく更新料 ・1活用など夢のような話で、建物借入金の返済以外に 3～ 4%

明け渡しは 「法的根拠のないもの」として、一切を受け付け |の延納の利子と本税を払い続けるのには無理があります。ま

ないどころか、これをきつかけとして入 り込んだ借地人組合 :た、貸宅地だけを財産としている場合、利回りはせいぜい 1

は、税負担や物価の上昇により地主が要求する 「地       ～2%程 度ですから、延納して切り売りを続けても

代の値上げ」に対しても 「額面通 りには応じられな   1詢 凸 |  いつかは資金シヨー トすることになります。

い」と拒否することが多いのです 。仮に調停によつ  |』 じ 1   最後の手段は物納です 。物納の要件は 「管理処分
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一方 、借地人 に と つて も 、20～ 30年 の間に は生活   1選 菫|  なる財務局 が決 めた要件 を満 た さなけれ ばな りませ

も環境も大きく様変わりします。例えば、借地人の  1面 ヨ |  ん

子供が成長己ミ燿 1議長長ごιとを凝 5妻じ了  1劇耐|  
～
とれまで係争を続けてきたことによつて賃料水準

う。子供は今まで住んでいた家は老朽化して使い勝  IЛ 鵬 |  が低く抑えられているような底地でも、国の水準を

手が悪 いた め 、一 部増築 また は 2世 帯住宅 に建 て替   1人 1  満 た さなけれ ばな りません 。また 、道 路所有 者や隣

え、新居を構えたいと考えるでしよう。あるいは、   |′ ヽ1  接土地所有者との場界を確定したうえで、利甲辱分

借地権を第二者iこ発昴じモ妥基差棒乳なζぶ:こ:、  IEI  ととあ分等|しなければならないなど、これ以外に
った希望を持つことになるでしよう。ところが、こ  1裏 蚕 |  も様 々な条件が付いてきます 。いわゆる 「高齢借

のような借地条件の変更や建て替え、名義変更 〈譲   1綱 苫 1  地 Jに あつては、こういつた条件を整えるのは困難

渡)を するには、地主の承諾が不可欠です。      1墨 墨 |  な状瀑であ り、仮に条件を整えられたとしても最終

もし、地主と借地人の間で更新等の トラブルを引  |"買 1  的には借地人の物納承諾が不可欠であり、借地人が

きずっていたら、常識的に考えて地主は承諾の半Uを  |力 1  物納に協力しないここも考えられます。

押すことはないと思われます。このような場合、借   |“ 三 1   実際、不動産競売になつた土地の所有者の状況を

地人は 「借地非訟」という制度を使つて、裁判所に  1饉 翌 1  調査レていくとヽ借地上の建物も競売になつている

代わりの許可をもらうことになります。もちろん、  1鷺 II  ことがあP4り 、相続税の問題や逮産分割問題に端

裁判所において代わりの許可を取る場合でも、第三  |)自 |  を発して深刻な状況となつているものが多くみられ

者の鑑定を入れて算出された条件変更承諾料 (給付   |=工 |  ます。

書讐儡 l鼈 頚質澪]値ヨ 悪循環を解消するための処方せ潮ま
として転用するにせよ、二世帯住宅に建て替えるに        このように、更新や地代の値上げに端を発した地

せよ、小さなものでも数千万円を必要としますが、これだけ :主と借地人との関係は悪循環に陥つているわけです。この悪

の資金を現金で全額用意できる借地人は少数派です 。従 つ :循環を解消するためには、以下の手順に従つて作業を進めて

て、建て替え資金については、ローン融資を受けることにな :いくことが肝心です。

るわけですが、金融機関は、地主からの承諾書を求めてきま :①貸宅地について利用区分ごとの分筆を行う

す。                         i  一番問題となるのが、利用区分ことに分筆が可能か、と

「ローンを組んで住宅 ・アパー トに建て替えたい。ついて | いうことです。特に官民、民民の境界協議が必要な場合は

は承諾書に判をください」と今更頭を下げたところで、これ : 時間がかかるので、早めに取りかかる必要があります。

までの経緯を考えれば、おいそれと判を押すことはないでし :②借地人の現状調査 ・意向調査を行う

ょう。そのため、借地人は通常の金融機関からの融資をあき :  借地人は基本的に、資金力があれば底地を購入したいと

らめ、金利の高いノンバンクなどからの融資を受ける道を選 : 考えています。また、借地権を売却したい、あるいは借地

ぶこととなります。                  1 権と底地を交換したい等の意見も多くあります。

高い金利で建てた住宅ですから、返済も大変です。安定し |◎は向調査に基づ く貸宅地の整理

た収入が長期にわたつてあれば、返済は可能でしようが、せ 1  借地人の意向に基づいて整理していきます。大切なこと

つかく建てたアパー トも、満室を保証されているわけではあ : 0ま、性急に整理せず、じつくりと時間をかけ、借地人、地

りません。当然、無理をして受けた融資であれば、その後の : 主の双方が納得のいくプランを立てて実行することです。

返済に狂いが生じ、最悪の場合には借地権付建物として競売

に付されることになつてしまいます。          1【 貸宅地 (底地 ・借地 )の 悪循環】

建て替えを断念するケースでは、成人した子供が自宅を出 |・地主 (底地 )→ 物納申請→借地人との関係悪化 く物納不

て、外で住宅ローンを組んで住宅を取得することも増えてい 1可)→ 延納→底地代との逆ザヤ→資金ショー ト→公売

ます 。ところが、子供が家を出て外で家庭を持つようにな

|.借 地人 (借地 )→ 建替承諾不可→高金利借 り入れ→借地パ
る、と新しい問題が起きます。借地上の建物に残るのは高齢 .

化した親だけになります。私はこうして取り残される借地を |ンク→不動産競売

「高 齢借地 」と呼んでい ます 。

地主には相続税負担が重くのしかかる

地主にとつては、こうした借地人の問題がそのまま自分自

(株)リ プロ ・インパク ト 代表取締役副社長

不動産再生プロデユーサー  隈 祐二
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